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市民農園で手づくり野菜を作ってみませんか 市民農園で手づくり野菜を作ってみませんか 市民農園で手づくり野菜を作ってみませんか 
平成19年度　市民農園の使用者を募集します 

土に触れ、作物を育てる喜びを得ることは生活に潤いを与えてくれます。 

利用を希望される方は、次の点に注意して、お申し込みください。 

　 

■使 用 料…１区画（約50㎡）当たり年間500円 

■使用条件…使用者は使用上の注意事項を守り、善良な管理をもって使用し 

　　　　　　近隣農業者の営農を妨げないこと。 

■申込方法…農林水産課に用意してある市民農園使用申請書に必要事項を 

　　　　　　記入のうえ提出してください。 

　　　　　　１世帯１区画とし、申込順の抽選となります。 

　　　　　※電話での受付はしません。 

■申込締切…３月２８日（水） 

場所・区画 

※募集区画数が変わる場合があります。 

申込み・問合せ…農林水産課（内線１４８７） 

 農園名 募集区画数 場所の目安 使用期間 

 中堤 ８ 食堂倭寇裏 

 今井西 １２ 今井西公園横 

 今井２ ８ 中部電力岡谷変電所近く 
抽選日の翌日～平成22年３月15日 ３年間

 

 沖電線北 １８ ラーメンハウス富良野近く 

 赤羽 ６ 西友岡谷北店近く 

 南宮 ４ 塚原石産近く 

 今井１ １３ 今井保育園近く 
抽選日の翌日～平成21年３月15日 ２年間 

 下浜 ４ 花の木裏 

 上の原 １ 今井水源地北側 抽選日の翌日～平成20年３月15日 １年間 
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  不燃ごみ、廃蛍光管・電球の収集を月２回行ってきましたが、収集量の減少等により月１回の収集に変
更させていただきますのでご協力をお願いします。 

◎燃えないごみ（不燃ごみ）の月２回収集を月１回に変更します 
 

 

 

 

 

 

 

 

※第５の収集なし　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※第３,４,５の収集なし 
◆不燃ごみの月１回収集に伴い、乾電池収集も９月・３月の各1回収集となります。 
◆アルミ缶、スチール缶、金属収集は今まで通り、月２回収集します。 

◎廃蛍光管・電球の月２回収集を月１回に変更します 
 

 

 

 

 

 

 

 

※第５の収集なし　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※第３,４,５の収集なし 
◆ガラスびん、生きびん収集は今まで通り、月２回収集します。 
◇定位置の看板には、収集するものの内容と収集曜日が明記されていますので、今一度確認のうえ分別
を徹底して、お出しください。 
◇詳しくは、各地区配布の家庭ごみ収集カレンダーをご覧ください。 
◇ごみの分け方・出し方は、保存版ですので、大事にご利用ください。 

問　合　せ･･･各地区の衛生自治会または、環境清掃課  1２２－７０４０ 

平成19年4月から　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 不燃ごみ、廃蛍光管・電球の収集回数を変更します 
平成19年4月から　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 不燃ごみ、廃蛍光管・電球の収集回数を変更します 
平成19年4月から　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 不燃ごみ、廃蛍光管・電球の収集回数を変更します 

月 

第１ 
第３ 

下浜 
小尾口 
新屋敷 

間下 
小口 

中屋 
中村 
横川 

上浜 
西堀 

三沢 
新倉 

第２ 
第４ 

岡谷 今井 東堀 小井川 

小坂 
花岡 
駒沢 
鮎沢 
橋原 

火 水 木 金 月 

第１ 
下浜 
小尾口 
新屋敷 

間下 
小口 

中屋 
中村 
横川 

上浜 
西堀 

三沢 
新倉 

第２ 岡谷 今井 東堀 小井川 

小坂 
花岡 
駒沢 
鮎沢 
橋原 

火 水 木 金 

月 

第１ 
第３ 

下浜 
小尾口 
新屋敷 

間下 
小口 

中屋 
中村 
横川 

上浜 
西堀 

三沢 
新倉 

第２ 
第４ 

岡谷 今井 東堀 小井川 

小坂 
花岡 
駒沢 
鮎沢 
橋原 

火 水 木 金 月 

第２ 
下浜 
小尾口 
新屋敷 

間下 
小口 

中屋 
中村 
横川 

上浜 
西堀 

三沢 
新倉 

第１ 岡谷 今井 東堀 小井川 

小坂 
花岡 
駒沢 
鮎沢 
橋原 

火 水 木 金 

モデル地区外で生ごみリサイクルに協力していただける方への説明会の開催 モデル地区外で生ごみリサイクルに協力していただける方への説明会の開催 
　新屋敷区・鮎沢区・中屋区以外にお住まいの方で、生ごみリサイクルに参加していただける方

への説明会を開催しますので、ご参加くださいますようご案内します。 

日　時　３月27日（火）　第１回目 午後１時30分～２時30分　　第２回目 午後７時～８時 

場　所　市役所６階602会議室 

※排出方法…市役所、３支所の４箇所に生ごみ収集拠点定位置（生ごみステーション）を設置し

てありますので、生ごみ専用袋（配布予定）に入れて、週１回各ステーションに持っていく方

法になります。詳細は、説明会にてお話しします。 



��2007

3･15

問合せ　環境安全課 
（内線１１６７） 

新規登録 
予防注射 
注射済票 
合　　計 

3,000円 
2,670円 
550円 
6,220円 

予防注射 
注射済票 
合　　計 

2,670円 
550円 
3,220円 

新規登録･予防注射手数料 

登録済予防注射手数料 

期日 場　　　所　　・　　時　　　間 

4/12 
（木） 

上 浜 公 民 館  
9:15～9:45

蚕 糸 博 物 館 前  
9:55～10:20

間下区民センター 
10:30～11:20

小口区民センター 
11:35～12:00

4/13 
（金） 

川 岸 支 所 前  
9:15～10:00

駒 沢 公 民 館  
10:15～10:45

三沢コミュニティー施設 
11:00～11:45

中 尾 集 会 所  
13:15～13:45

4/16 
（月） 

4/17 
（火） 

4/18 
（水） 

5/20 
（日） 

5/21 
（月） 

下浜区民センター 
9:15～10:00

小尾口区公民館  
10:15～10:35

岡 谷 区 公 会 所  
10:45～11:25

樋 沢 集 会 所  
11:45～11:55

中 屋 区 公 民 館  
13:15～13:35

横 川 公 会 堂  
11:25～11:50

中村区民センター 
10:30～11:10

今 井 区 公 会 所  
9:15～10:15

小 坂 公 民 館  
10:45～11:15

湊 支 所 前  
10:05～10:30

橋 原 区 公 会 所  
9:15～9:50

川 岸 支 所 前  
13:00～14:00

湊 支 所 前  
14:20～14:40

市役所イベント広場 
10:30～11:30

長 地 支 所 前  
9:15～10:15

西 堀 区 公 会 所  
13:15～13:45

東 堀 柴 宮 館  
13:15～14:15

小井川区民会館  
14:10～14:50

西 堀 区 公 会 所  
13:55～14:35

下浜区民センター 
14:00～14:25

小井川区民会館  
11:15～11:40

今 井 区 公 会 所  
10:20～11:00

横 川 公 会 堂  
9:15～10:05

※時間の変更がありますのでご注意ください。時間に余裕をもってご来場ください。 
※犬を保定できる人がご来場ください。 

　生後91日以上の犬の所有者は狂犬病予防法により毎年１回、狂犬病予防注射を受けることが、義務
づけられていますので、下記事項に留意のうえ必ず接種してください。 
①犬の健康に異常がある場合、または過去に狂犬病予防注射後に異常を起こしたことのある犬は、動
物病院等で接種してください。病気等で注射を受けられない場合は、動物病院等で診療を受け、猶
予証明書を環境安全課に提出してください（猶予期間が切れましたら注射を実施してください）。 

②動物病院等で注射を受けた場合は、注射後に注射証明書を持参し環境安全課で注射済票の交付（550
円）を受けてください。 
③飼い犬の死亡・譲渡、住所変更等登録事項に変更のあった場合は、必ず環境安全課へ届出をしてく
ださい。 
 
◆狂犬病は根絶したわけではありません 
　海外では、いまだに狂犬病が発生しており、昨年は帰国者の感染・死亡が確認されました。犬の輸
入は増加傾向にあり、いつウイルスが国内に入り込むか分かりません。狂犬病ウイルスは、人を含め
すべてのほ乳類に感染し、発症するとほぼ100％死亡する恐ろしい病気です。犬を飼育する際は、必
ず市へ登録し、飼犬に狂犬病予防注射を接種してください。 
 
◆飼い主のマナーが問われています 
・犬は登録して、毎年１回狂犬病予防注射を受けましょう。 
・散歩の時は、必ず引き綱をつけ、糞の後始末をしましょう。 
・犬はつなぐか、オリの中で飼いましょう。 
・捨て犬は絶対やめましょう。 
・飼い犬が人を咬んでしまったら、保健所に届けましょう。 

〈集合注射日程表〉 




